
令和２年第２回三条市地域自立支援協議会 書面会議 会議録 

 

１ 実施期間  令和３年２月 13日（土）～３月５日（金） 

 

２ 議事 

(1) 第３期三条市障がい者計画・第６期三条市障がい福祉計画・第２期三条

市障がい児福祉計画案について 

① 提出意見…５件（４人） 

② 意見の内容と市の考え方 

№ 委員名 意見要旨 市の考え方 

１ 金子委員 【相談支援の連携体制の構築

について〔10頁イ(ｱ)〕】 

 大人になってから障がいを

発症する場合や気づく場合に

対する初期相談の課題は大き

い。相談支援専門員の業務量

が多い中、そういった方への

初期相談対応と相談支援専門

員のメンタルヘルスについて

も考えていく必要がある。 

 

 

 基幹相談支援センター機能の

新設により、初期相談に対する

障がい者相談支援がより充実す

るものと考えます。 

また、アドバイザーとして役

割を担う基幹相談支援センター

が相談支援専門員の精神的な拠

り所となるものと考えます。 

２ 石附委員 【相談支援の連携体制の構築

について〔10頁イ(ｱ)〕・相談

支援専門員の確保と育成〔10

頁イ(ｲ)〕】 

 「地域包括支援センターと

の連携強化」と入れてはいか

が。 

 

 

 

 

 

意味合いとして「・高齢分野

との協働による支援の効率化と

人材の確保」に含まれているこ

とから、文言の追記は行いませ

ん。 

３ 石附委員 【相談支援専門員の確保と育

成〔10頁イ(ｲ)〕】 

 「成年後見制度等の利用促

進」とあるが、成年後見制度

のほかになければ「等」を削

除してはいかが。 

 

  

 成年後見制度のほか、日常生

活自立支援事業や弁護士等専門

職による相談窓口への橋渡しを

想定しているため、「等」で標記

しています。 



４ 阿部オブ

ザーバー 

【相談支援専門員の確保と育

成〔10頁イ(ｲ)〕】 

 地域づくりができる相談支

援専門員を育てる必要がある

ため、文言を追加してはいか

が。 

 

 

意味合いとして「・OJTや研修

会の実施等、相談支援専門員の

育成に向けた取組の強化」に含

まれていることから、文言の追

記は行いません。 

なお、御指摘を踏まえセンタ

ー事業実施計画には、文言の追

記を行います。 

５ 平岡委員 【新たな就労の場の開拓〔12

頁イ(ｱ)〕】 

 福祉的就労しか選択肢がな

いという課題があり、障がい

者の就労の場は未だ十分では

ない。一人ひとりの障がい者

が希望する職種に進める専門

性のある訓練や知識を得る場

を増やして欲しい。 

 

 

 

就労における選択肢が増える

よう、障がい者雇用支援企業の

誘致等に取り組むことで、新た

な就労の場の確保に努めます。 

 

 

(2) 令和３年度三条市障がい者基幹相談支援センター事業実施計画につい

て 

① 提出意見…５件（４人） 

② 意見の内容と市の考え方 

№ 委員名 意見要旨 市の考え方 

１ 金子委員 【総合的・専門的な相談支援

〔３(1)①〕】 

 現在の相談支援体制ではサ

ービスにつながっていない障

がい者等への支援が不十分で

あると感じる。事業計画（案）

には初期相談（インテーク）

や振り分け機能が記載されて

いないが、その機能はどこが

担うのか。 

 

 

 初期相談は委託相談支援事業

所と福祉課で担い、必要な支援

機関につながるよう、適切な振

り分けに努めます。 

基幹相談支援センターは、委

託相談支援事業所が抱える困難

ケース等への伴走支援や後方支

援を担います。 



２ 丸田会長 【地域の相談支援体制の強化

〔３(2)①〕】 

 令和３～５年度目標にある

「ケースワーク」表記につい

て、限定的に用いることは検

討が必要ではないか。「ケース

ワーク等」とするか、「相談支

援（ケアマネジメント）」とす

るか検討して欲しい。 

 

 

 御指摘のとおり、文言を「相

談支援（ケアマネジメント等）」

に修正します。 

 

３ 羽田野委

員 

【地域の相談支援体制の強化

〔３(2)③〕】 

 民生委員・自治会長から協

力いただくため、地区ごとの

定例会に参加し、支援が必要

とする人や事例説明、担当地

区の傾向等を伝え、具体的な

支援につなぐ方法を理解いた

だいていはいかが。 

 

 

 

御指摘を踏まえ、今後民生委

員・自治会長の理解や協力を得

るための取組を検討していきた

いと考えます。 

４ 石附委員 【地域の相談支援体制の強化

〔３(2)③〕】 

 「高齢分野との連携」の文

言を入れてはいかが。 

 

  

 意味合いとして「イ 地域ケ

ア会議への参加や、地域自立支

援協議会における事例検討会を

通じた、多職種の支援関係者と

のネットワーク構築（基幹が必

要な職種をコーディネート）」に

含まれていることから、文言の

追記は行いません。 

 

５ 石附委員 【地域の相談支援体制の強化

〔３(2)③〕】 

 精神科病院だけでなく、内

科等との医療連携も進めては

いかが。 

 

 

精神科との連携を重点取組と

しつつ、同時に内科を含むその

他の医療機関との連携も進めて

いきたいと考えています。 



 


